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１ 保険料の減免及び徴収猶予を認める理由

制 度 概 要 本広域連合における案

⑴ 保険料の減免

広域連合の条例で定めるところにより、

保険料を減額する。

（高齢者の医療の確保に関する法律（以下

「高齢者医療確保法」）という。）第１１１条）

⑴ 考え方

ア 国から示された広域連合後期高齢者医療に関する条例参考例を基本とする。

イ 府内市町村の国民健康保険において比較的多く採用されている理由を考慮する。

○ 給付制限（刑事施設等に２月以上拘禁された場合）

○ 被爆者健康手帳の保持者

⑵ 保険料の減免を認める理由

○ 風水害、震災、火災等により、住宅、家財等に著しい損害を受けた場合

○ 失業、事業不振、農作物の不作、不漁、主たる生計維持者の死亡等により、収入

が著しく減少した場合

○ 給付制限（刑事施設等に２月以上拘禁された場合）

○ 被爆者健康手帳の交付を受けている者

⑵ 保険料の徴収の猶予

広域連合の条例で定めるところにより、

保険料の徴収を猶予する。

（高齢者医療確保法第１１１条）

⑴ 考え方

国から示された広域連合後期高齢者医療に関する条例参考例に準じる。

⑵ 保険料の徴収猶予を認める理由

○ 風水害、震災、火災等により、住宅、家財等に著しい損害を受けた場合

○ 失業、事業不振、農作物の不作、不漁、主たる生計維持者の死亡等により、収入

が著しく減少した場合

⑶ 猶予期間及び猶予金額

ア 猶予期間 ６月以内

イ 猶予金額 納付することができないと認められる金額を限度とする。
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２ 保険料の不均一賦課の特例

制 度 概 要 本広域連合における案

⑴ 医療費の地域格差による特例（経過措

置）

ア 対象となる市町村

平成１５年度から同１７年度までの

間の１人当たり老人医療給付費が広域

連合内の１人当たり平均老人医療給付

費に対して２０パーセント以上低く乖

離している市町村

イ 経過措置の期間

６年以内

ウ 財源

この措置により減少する保険料収入

については、国、府が各々２分の１ずつ

負担して、補てんすることとされてい

る。

（高齢者医療確保法附則第１４条）

（平成１９年１０月３１日厚生労働省告示

第３５６号）

⑴ 考え方

○ 高齢者医療確保法に基づき、国及び府から財源の補てんがされるため、保険料へ

の影響はなく、また市町村の財政負担が増えることもない。

○ 激変緩和措置である。

○ 以上を踏まえ、法で定める最長期間、最大限、経過措置を講じ、円滑な制度の導

入を図る。

⑵ 経過措置を講じる期間

６年間（最長期間）

⑶ 経過措置対象市町村

市町村名
⑮～⑰１人当たり老人

医療給付費（円）

広域（府）内平均

との乖離（％）

広域（府）内平均 ７８７，３１８

綾部市 ５８８，１１８ ２５．３０

宮津市 ５７０，１８２ ２７．５８

京丹後市 ５９２，１８９ ２４．７８

南山城村 ５８６，４０６ ２５．５２

京丹波町 ５８５，１２７ ２５．６８

伊根町 ５１０，８３５ ３５．１２

与謝野町 ５１５，２３４ ３４．５６
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制 度 概 要 本広域連合における案

⑵ 医療の確保が著しく困難である地域に

おける特例（恒久措置）

ア 趣旨

離島その他医療の確保が著しく困難

である地域については、広域連合の条例

で定めるところにより、地域単位で均一

保険料とは別の保険料を定めることが

できる。

イ 設定が可能な地域

無医地区及びこれに準じる地域

無医地区とは、医療機関のない地域

で、当該地域の中心的な場所を起点とし

て概ね半径４キロメートルの区域内に

人口５０人以上が居住している地域で

あって、かつ、容易に医療機関を利用す

ることができない地区をいう。

ウ 財源

保険料

（高齢者医療確保法第１０４条第２項ただ

し書）

（平成１９年１０月３１日厚生労働省告示

第３５５号）

⑴ 取扱い

実施しない。

⑵ 理由

○ 府内の無医地区の中には、１人当たりの医療費や受診率が、当該無医地区が存す

る市町村の１人当たり医療費や受診率を上回っているところもあり、受診の機会が

極端に少ないとは言えない。（参考資料２参照）

○ 国民健康保険、介護保険にはこのような特例制度はない。

○ 同一市町村内で保険料に格差が生じる。

○ 財源は保険料であり、国や府からの財源補てんはない。
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３ 保健事業について

制 度 概 要 本広域連合における案

⑴ 法の規定の趣旨

広域連合は、健康教育、健康相談、健康

診査その他の被保険者の健康の保持増進

のために必要な事業を行うように努めな

ければならない（努力義務）とされている。

（高齢者医療確保法第１２５条）

⑴ 考え方

○ 法律上は努力義務であるが、疾病の早期発見、早期治療の効果による医療費抑制

を考慮する。

○ 従来、各市町村で様々な保健事業が行われているが、財源の一部に保険料が充当

されており、公平性の観点から全市町村で実施できる内容のものとする。

⑵ 実施体制、内容

○ 健康診査を実施する。

○ 健康診査は、下記の理由により市町村が実施することとし、広域連合は当該事業

に対し補助を行う。

（理由）

・ 健診について、ノウハウの蓄積が豊富である。

・ 市町村の健診事業の自由度が高まる。

・ 事務及び事業を効率的に実施できる。

・ 受診データを幅広く活用できる可能性が広がる。

・ 市町村との共同実施という形で事業に関わるため、保険者として保健事業を

推進する姿勢は変わらない。

・ 府内すべての市町村により設立され、自治事務を共同処理する広域連合の性

格とも矛盾しない。

⑶ 健診の項目

○ 国が健診項目として提示した項目を基準とする（参考資料３参照）。必要に応じ、
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制 度 概 要 本広域連合における案

市町村の判断により健診項目を追加することができることとする。

○ 市町村において、生活機能評価（介護保険法に基づくもの）、７４歳以下の方を対

象とした特定検診と同時に行うことができるよう考慮する。

○ 血清クレアチニン及び口腔健診について … 別紙のとおり。

⑷ 受診者の自己負担について

① 老人保健法に基づく基本健康診査において自己負担を徴収していないこと

② 被保険者の負担の軽減を図ること

等を考慮して、広域連合が定める基準単価の範囲内においては、自己負担を徴しない。

なお、広域連合が定める基準単価を超える部分については、市町村の判断により、

自己負担を徴収することもできることとする。

⑸ 経費負担

ア 基準単価の範囲内

○ 国の補助金 補助基準額の３分の１（個別健診 約１，４３０円、集団健診

約８３０円）

○ 広域連合（財源は保険料）

○ 市町村

イ 基準単価を超える部分

○ 市町村（市町村の判断により、自己負担を徴することもできることとする。）

⑹ 京都府への要望

○ 京都府に対し、保健事業に対する補助（財政支援）を要望する。
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血清クレアチニンと視診（口腔内含む）

１ 前回協議会での意見
腎機能検査にクレアチニン検査は不可欠。特に高齢者においては必要である。

視診（口腔内含む）について、口腔内のケアは健康上必要であり、総医療費の削減効果も見込める。

２ 市町村の意向

クレアチニン 視診（口腔内含む） 備考

加えたほうがいい １６ ６

加えないほうがいい ９ １９ 視診については生活機能評価

別紙

３ 方針

国から示された健康診査を補助対象とする。

血清クレアチニンと視診（口腔内含む）については、協議会や市町村の意向も踏まえ検討を加えたが、府内市
町村において統一的な実施はできないとの判断により、公平性の観点から、補助対象としない。

国から示された健康診査の項目に含まれない項目ついては、市町村の負担で対応。

加えないほうがいい ９ １９ 視診については生活機能評価
の対象

検討中 １ １

6



４ その他

制 度 概 要 本広域連合における案

⑴ 広域連合の条例で定める給付

ア 葬祭費

被保険者の死亡に際し、給付するもの

とされている。財源は保険料

（高齢者医療確保法第８６条第１項）

⑴ 考え方

○ 国民健康保険では、府内すべての市町村で葬祭費の給付を行っていること

○ 府内市町村の国民健康保険における支給額等（参考資料５参照）

を考慮する。

⑵ 葬祭費の支給

支給額は、５０，０００円とする。

イ 傷病手当金

広域連合の条例で定め、支給すること

ができるもの（任意の給付）で、休業補

償的性格を有する。財源は保険料

（高齢者医療確保法第８６条第２項）

次に掲げる理由により、支給しない。

○ 市町村の国民健康保険では支給されていない。

○ 後期高齢者医療制度は、原則７５歳以上の方を被保険者とする地域医療制度（市町

村国保と同様）であること。

⑵ 被保険者資格証の交付

保険料の滞納発生後１年を経過した滞

納者に対しては、特別の事情のない限り被

保険者証の返還を求め、被保険者資格者証

を交付する。

（高齢者医療確保法第５４条）

⑴ 法に規定が置かれた趣旨

負担能力があるにもかかわらず保険料を納めない方の未納分は、他の被保険者の負

担となり、被保険者間の公平が損なわれるため、適正な保険運営を確保するため、こ

の規定が置かれた。

⑵ 本広域連合の対応

法に規定が置かれた趣旨、被保険者の実情等を踏まえ、適切に運用する。

⑶ 一部負担金の減免について

省令で定める特別の事情があり、一部負

担金の支払いが困難と認められるものに

対し、一部負担金の減免ができる。

（高齢者医療確保法第６９条）

○ 本広域連合の対応

法令の趣旨に沿って適切に運用する。
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５ 後期高齢者医療制度の施行に伴う加入保険等の変更

⑴ 変更の概要

平成２０年３月まで 平成２０年４月から

加入する保険

下記のいずれかの保険に加入

後期高齢者医療制度

（国民健康保険、被用者保険からは脱退）

国民健康保険 被用者保険（政府管掌保

険、健康保険組合が運営す

る保険、共済組合など）

医療の給付 市町村が運営する老人保健制度

保険料の負担

国民健康保険の保険料を

負担

被用者保険の保険料を負

担

ただし、被扶養者は保険

料の負担はない。

後期高齢者医療制度に係る保険料を負担（被用者保険

の被扶養者についても保険料を負担することとなる。激

変緩和措置が講じられている。下記⑵参照）

国民健康保険、被用者保険の保険料を負担する必要は

なくなる。

⑵ 被用者保険の被扶養者に対する激変緩和措置の内容

ア 高齢者医療確保法に定められた措置（高齢者医療確保法第１０４条第２項）

(ｱ) 後期高齢者医療制度の被保険者となった日から２年間は、保険料のうち所得割分は賦課しない（均等割のみ賦課）。

(ｲ) 賦課する均等割分について５割軽減する（ただし、所得の少ない者を対象とした法定軽減が優先）。

イ 保険料徴収の凍結について（与党プロジェクトチームにおける合意 平成１９年１０月３０日）

新たに保険料を負担することとなる被用者保険の被扶養者の保険料負担については、上記アの措置に加え、さらに次の措置を講

じることとされた。

○ 平成２０年４月から同年９月までの６カ月間凍結する。

○ 平成２０年１０月から同２１年３月までの６ヶ月間、９割軽減する。

ウ 上記ア及びイの措置に係るイメージは、別紙のとおり。
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（別 紙）

所
得
割

均
等
割

4 月 10 月 4 月 4 月

※ 凍結期間の表示は６ヶ月。

※ 平成２１年４月以降は、低所得者に係る減額措置（７割軽減）が適用可能な場合は７割軽減が優先される。

被用者保険の被扶養者に係る保険料徴収凍結のイメージ

賦課しない

所得に応じた

算定額賦課しない

９割軽減

徴収凍結
徴収しない

算定額

５割軽減

算定額

算定額

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度
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６ 保険料率試算

(1) 平成２０年度、２１年度の保険料額合計

(単位：百万円)

費

用

給付費等総額 480,799
被保険者に係る療養の給付に要する費用か

ら一部負担金に相当する費用を控除した額

被保険者に係る入院時食事療養費等の額 

財政安定化基金拠出金 288 財政安定化基金拠出率を 0．06％として算出

特別高額医療費共同事

業拠出金
0 収入の額と同額を見込むため算出しない。

保健事業に要する経費 537
健診単価に被保険者見込数と受診率(20％)を
乗じて算出

審査支払手数料 1,359 診療報酬の審査支払手数料

その他 1,675
葬祭費（単価５万円に支給見込数を乗じて算

出） 

計（Ⅰ） 484,658

収

入

国庫負担金(高額医療費

公費負担を含む) 113,044 給付費等総額の 3/12、高額医療費公費負担

調整交付金 34,828
被保険者に係る所得の格差による広域連合

間の財政の不均衡を是正するための交付金

都道府県負担金(高額医

療費公費負担を含む) 38,477 給付費等総額の 1/12、高額医療費公費負担

市町村負担金 37,284 給付費等総額の 1/12 

後期高齢者交付金 209,017
給付費等総額の４割 
（医療保険からの支援金）

特別高額医療費共同事

業交付金
0 費用の額と同額を見込むため算出しない。

国庫補助 143 保健事業に係る国庫補助金の見込額

計（Ⅱ） 432,793
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(単位：百万円)

保険料収納必要額 Ａ（Ⅰ－Ⅱ） 51,865

予定保険料収納率 Ｂ 98.02%

減免予定額 Ｃ 82

軽減前保険料額合計 Ｄ（Ａ／Ｂ＋Ｃ） 52,995

不均一賦課相当額 Ｅ 556

低所得者軽減額 Ｆ 6,460

保険料額合計 Ｇ（Ｄ－Ｅ－Ｆ） 45,979

(2) 一人当たり保険料額

※ 法定軽減後の額

(3) 保険料率

一人当たり保険料額
（年額）８２，５００円

（月額） ６，８７５円

被保険者均等割額 ４５，２５０円

所得割率 ８．３２％
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(4) 不均一保険料率

医療費の地域格差による特例

市町村名
平均との

乖離率

均一保険料

率との差
均等割額 所得割率

綾部市 25.30％ 12.65% ３９，５３０円 ７．２７％

宮津市 27.58% 13.79% ３９，０２０円 ７．１８％

京丹後市 24.78％ 12.39% ３９，６５０円 ７．２９％

南山城村 25.52% 12.76% ３９，４８０円 ７．２６％

京丹波町 25.68% 12.84% ３９，４４０円 ７．２６％

伊根町 35.12% 17.56% ３７，３１０円 ６．８６％

与謝野町 34.56% 17.28% ３７，４４０円 ６．８９％
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保険料額合計の算定に用いた費用等の算定方法 ＜参 考＞

１ 給付費等総額

平成１８年度老人医療給付費に、国が示した伸び率を乗じて算出

⑴ 平成１８年度老人医療給付費

２３２，５６７，４１１，３８５円

⑵ 国が示した伸び率

ア １８年度 → ２０年度 ４．８パーセント

イ ２０年度 → ２１年度 ５．６パーセント

⑶ 給付費等総額

４８０，７９９，３２３千円（平成２０年度、同２１年度の２年分。ただし、

平成２０年度については１１か月分で積算）

２ 財政安定化拠出金

給付費等総額（上記⑴参照）に拠出率を乗じて算出

拠出率 ０．０６パーセント

３ 保健事業に要する経費

○ 健診単価（個別健診９，５４０円、集団健診４，７５０円。いずれも事務費

を含む。）、被保険者見込数（後掲６参照）を基に算出

○ 個別検診と集団健診の割合は、平成１７年度の実績に基づき、それぞれ７５

パーセント、２５パーセントとした。また、受診率は、平成１７年度の老人保

健法に基づく基本健康診査の受診率を基に２０パーセントと設定

４ 審査支払手数料

手数料単価９８円に審査支払件数を乗じて算出

件数 １３，８６９，４７１件

５ 葬祭費

単価５０，０００円に支給見込件数を乗じて算出

支給見込件数は、被保険者見込数（後掲６参照）に７５歳以上の死亡率（平成

１７年度 ６．００５パーセント）を乗じて算出

６ 平成２０年度及び同２１年度被保険者数

７５歳以上の人口等及び障害認定者数から算出

⑴ ７５歳以上の被保険者数

平成１７年度国勢調査、将来推計人口（京都府推計）等に基づき算出し、そ

こから生活保護受給者を差し引いて算出

13



⑵ 障害認定者

平成１９年７月の実数に基づき算出

⑶ 平成２０年度及び同２１年度被保険者数（⑴と⑵との合計）

ア 平成２０年度 ２７４，９００人

イ 平成２１年度 ２８２，９００人

14



年 金 額 １２０万円 １６０万円 １８０万円 ２００万円 ２２０万円 ２４０万円 ３００万円

所得割額
（円）

０ ５,８２４ ２２,４６４ ３９,１０４ ５５,７４４ ７２,３８４ １２２,３０４

軽減後の
均等割額（円）

１３,５７５ １３,５７５ ３６,２００ ３６,２００ ４５,２５０ ４５,２５０ ４５,２５０

均等割の
軽減割合

７割軽減 ７割軽減 ２割軽減 ２割軽減 軽減なし 軽減なし 軽減なし

保険料総額
（円）

１３,５７５ １９,３９９ ５８,６６４ ７５,３０４ １００,９９４ １１７,６３４ １６７,５５４

（月額） (1,131) (1,617) (4,889) (6,275) (8,416) (9,803) (13,963)

年金収入による年間保険料試算額（単身世帯の場合）

○ 被保険者均等割額＝４５，２５０円 ○ 所得割率＝８．３２％

○ 被保険者本人が世帯主と想定。

○ 医療費格差の経過措置実施市町村は金額が異なる。
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夫（妻）の年金額 １２０万円 １６０万円 １８０万円 ２００万円 ２２０万円 ２４０万円 ３００万円

妻（夫）の年金額 ７０万円 ７０万円 ７０万円 ７０万円 ７０万円 ７０万円 ７０万円

年金合計 １９０万円 ２３０万円 ２５０万円 ２７０万円 ２９０万円 ３１０万円 ３７０万円

７割軽減 ７割軽減 ５割軽減 ２割軽減 ２割軽減 軽減なし 軽減なし

所得割額（円） ０ ５,８２４ ２２,４６４ ３９,１０４ ５５,７４４ ７２,３８４ １２２,３０４

均等割額（円） １３,５７５ １３,５７５ ２２,６２５ ３６,２００ ３６,２００ ４５,２５０ ４５,２５０

保険料総額（円） １３,５７５ １９,３９９ ４５,０８９ ７５,３０４ ９１,９４４ １１７,６３４ １６７,５５４

所得割額（円） ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

均等割額（円） １３,５７５ １３,５７５ ２２,６２５ ３６,２００ ３６,２００ ４５,２５０ ４５,２５０

保険料総額（円） １３,５７５ １３,５７５ ２２,６２５ ３６,２００ ３６,２００ ４５,２５０ ４５,２５０

２７,１５０ ３２,９７４ ６７,７１４ １１１,５０４ １２８,１４４ １６２,８８４ ２１２,８０４

(2,263) (2,748) (5,643) (9,292) (10,679) (13,574) (17,734)（月額） （円）

年金収入による年間保険料試算額（夫婦２人世帯の場合）

年
金
額

均等割の軽減割合

夫（妻）

妻（夫）

保険料総額 （円）

○ 被保険者均等割額＝４５，２５０円 ○ 所得割率＝８．３２％

○ 夫（妻）が世帯主と想定。

○ 医療費格差の経過措置実施市町村は金額が異なる。

○ 軽減の判定は、世帯単位で行い、保険料は、個人単位に賦課する。
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